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【手続補正書】
【提出日】平成25年10月29日(2013.10.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１１】
　一方、酸素源が原料以外にあるとき、因子は、炉内の治具、デポ、洗浄剤残渣等の「酸
素源」、「酸素源からの酸素脱離係数」、「結晶中への酸素取り込み係数」が考えられる
。上記の通り、「結晶中への酸素取り込み係数」は雰囲気ガスによらない。よって残りの
「酸素源からの酸素脱離係数」が雰囲気ガスによって変わる。水素は、還元性のガスであ
り、デポ等の望まれない堆積物から酸素を脱離させる。この酸素がエピタキシャル結晶中
に取り込まれるものと考えられる。これ故に、雰囲気ガス（キャリアガス及びサブフロー
ガス）として窒素に用いることが好適である。
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